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７ 新型コロナウイルスワクチン接種 

  新型コロナウイルスワクチン接種は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28

条に規定される政府対策本部長（内閣総理大臣）が厚生労働大臣に臨時接種を講じ

るよう指示したことに基づき、予防接種法附則第７条に規定する臨時接種に関する

特例により、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において

予防接種を実施するものとされています。 

  本市における新型コロナウイルスワクチン接種は、（一社）海老名市医師会、

（一社）海老名市歯科医師会及び海老名市薬剤師会の協力のもと、本市で定める

「海老名市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画」に基づき実施しました。 
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取 組 の 詳 細 

 (１) 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種準備チームの設置 

    新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給が可能になった場合に、迅

速かつ的確に市民に接種を実施することができるよう保健福祉部次長（健康・

保健担当）を統括責任者とした「新型コロナウイルス感染症ワクチン接種準備

チーム」を令和３年１月１日付けで設置し、14 人の基本体制を構築しました。 

    準備体制を強化するため、令和３年２月１日に協力職員として９人を増員し、

23 人体制としました。 

    集団接種を実施するにあたりワクチン接種をより迅速かつ円滑に行うため、

令和３年３月 19日に集団接種会場調整職員として 12人増員し、35人体制とし

ました。 

 (２) 新型コロナウイルスワクチン接種対策本部の設置 

    令和３年４月 27 日付けで海老名市新型コロナウイルス感染症ワクチン接種

準備チームを廃止し、本部長を副市長（保健福祉部所管）とした「新型コロナ

ウイルスワクチン接種対策本部」を設置しました。 
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 (３) 接種の区分 

  ア 個別接種 

    かかりつけ医、地域の診療所等身近な医療機関で接種を実施しました。 

  イ 集団接種 

    市内３か所の公共施設（北部公園体育館、えびな市民活動センター（ビナレ

ッジ）、海老名運動公園総合体育館）に特設会場を設置して（一社）海老名市

医師会により接種を実施しました。３回目以降は 65 歳以上の高齢者は集団接

種の日程を事前に指定をしました。 

    また、働く世代にも接種機会を設けるため、レンブラントホテルやＪＭＡの

運営のもとビナガーデンズパーチでの夜間接種を実施しました。 

【集団接種実施一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 海老名マスジド（モスク）での集団接種 

    集団接種会場の予約が日本語のみで、言葉の壁があり会場に行きづらい方等

の言葉の壁を理由に接種が受けられない方のために、外国人が定期的に集まる

海老名マスジド（モスク）を集団接種会場に位置づけ、令和３年７月 31 日か

ら（一社）海老名市医師会により接種を実施しました。 
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  エ 巡回接種 

    高齢者施設の入所者、在宅療養をされている方に対し、（一社）海老名市医 

師会が巡回訪問を行い、接種を実施しました。  

 【巡回接種回数及び接種延べ人数】 

 

 

 

 

 

 

 

 (４) 移動支援等 

  ア バス回数券の配布 

    65 歳以上の高齢者を対象に集団接種会場までの路線バス（相鉄・神奈中）、

コミュニティバスを利用して集団接種会場に来場した者に対して、初乗り運賃

分のバス回数券の配布を行いました。 

  イ シャトルバスの運行 

    被接種者及び介助者等の付き添い１名の利用を対象とし、７つのルートを設

けてユタカトラベル、中日臨海バス、相鉄バス、神奈中バスの協力のもと集団

接種会場までの無料シャトルバスを運行しました。 

  ウ 福祉タクシー利用券の配布 

    集団接種会場又は個別接種医療機関にて接種する一定の条件を満たす障がい

をお持ちの方に対して、経済的な負担の軽減とワクチン接種推奨のために、福

祉タクシー利用券を配布しました。 

 

 

 



 

132 

 

 (５) 接種時期 

  ア 初回接種 

    令和３年２月～ 

   ａ 接種券発送  高齢者   令和３年５月上旬から年齢別に順次発送 

            一般    令和３年６月下旬に発送 

   ｂ 集団接種   高齢者   令和３年５月 26 日～７月 31 日 

            一般    令和３年７月１日～12 月 25 日 

  イ ３回目接種 

    令和４年１月～ 

   ａ 接種券発送  接種間隔が到達した人から順次発送 

            医療従事者 令和３年 12 月から発送 

            高齢者   令和４年１月中旬に発送（事前指定分を含む） 

   ｂ 集団接種   高齢者   令和４年２月３日～３月 12 日 

            一般    令和４年３月 17 日～６月 24 日 

  ウ ４回目接種（高齢者のみ） 

    令和４年６月～ 

   ａ 接種券発送  令和４年５月から順次発送 

            事前指定分は６月中旬に発送 

   ｂ 集団接種   令和４年７月７日～９月３日 

  エ 令和４年秋開始接種（５回目） 

    令和４年９月～ 

   ａ 接種券発送  一般    令和４年 10 月上旬から順次発送 

            高齢者   令和４年 10 月下旬から発送（事前指定分を含む） 

   ｂ 集団接種   一般    令和４年 10 月 15 日～12 月 22 日 

            高齢者   令和４年 11 月 22 日～12 月 22 日 

  オ 令和５年春開始接種（６回目）（高齢者のみ） 

    令和５年５月～ 

   ａ 接種券発行  令和５年４月末から順次発送 

   ｂ 集団接種   令和５年５月 18 日～６月８日 

  カ 令和５年秋開始接種（７回目） 

    令和５年９月～ 

   ａ 接種券発送  ９月上旬から順次発送 

   ｂ 集団接種   令和５年９月 20 日～11 月２日 
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 (６) 接種の優先順位 

    接種順位、具体的な範囲については、国の基準を基本としますが、高齢者接

種以降の優先順位は、市独自の優先を含めて次のとおり実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１(１)の医療従事者への接種については、都道府県を実施主体として実施しました。 

※１(２)の市内保育所等の従事者への接種は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う 

感染者の発生により、保育所等が休園等の対応となり、当該保育所等に子ども達を預 
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けている医療従事者等が業務に従事することができなくなるおそれがあることから、 

市内医療機関からの対策要望を受け、神奈川県と協議し、院内保育同様に保育士等を 

医療従事者等に位置付けることは差し支えないとの見解から、優先順位に含め、接種 

を実施しました。 

※３の小・中学校教職員等への接種は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う感染者 

の発生により、児童・生徒の感染による感染拡大を未然に防ぎ、学校教育に影響が及 

ばないよう市独自の優先順位とし、接種を実施しました。 

  ※３の神奈川県警察本部海老名警察署員当への接種は、公共の安全や社会の秩序を守る

ため、新型コロナ禍においても職務を安心して遂行できるよう市独自の優先順位とし、

接種を実施しました。 

  ※３の身体障害者手帳所持者への接種は、日常生活に不自由を感じている肢体不自由等

の身体障がい者も精神障がい者や知的障がい者等と同様に新型コロナウイルス感染症

の感染リスクがあることから、市独自の優先順位とし、接種を実施しました。 

 (７) 接種率 
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